
【健診結果提出対象者】
生活習慣病予防健診を受診しない協会けんぽ加入の40歳以上の従業員様

健診結果の提出方法

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者
に対して、医師による健診を実施しなければなりません。

協会けんぽに加入している40歳以上の従業員が「生活習慣病予防健診」を
受診する割合は？

「生活習慣病予防健診 一般健診」を受診しない人の
定期健診結果の提出が必要です。
下記の健診機関で定期健診を受診しますか？

□ （公財）日立メディカルセンター
□ （公財）茨城県総合健診協会
□ 笠間市立病院
□ つだ中央クリニック
□ 龍ヶ崎大徳ヘルシークリニック
□ 一社 日本健康倶楽部茨城支部
東部地区健康管理クリニック

□ （一財）全日本労働福祉協会
茨城健診センター

□ 水戸中央病院
健診センター百合が丘

□ 医療法人社団青洲会 神立病院健診センター
□ 取手北相馬保健医療センター医師会病院

提出不要 提出方法A 提出方法B

毎年度、従業員に定期健診を受けさせていますか？

生活習慣病予防健診利
用者の健診データは、健
診機関が協会けんぽに直
接提供してくれます。

□（一財）茨城県メディカルセンター
□ セントラル総合クリニック
□ 白十字総合病院
□ 牛尾病院
□ 医療法人徳洲会 古河総合病院
□（一財）近畿健康管理センター

東京事業部
□ 特定非営利活動法人ルネサンス

巡回健診センター
□ 医療法人社団誠馨会

新東京病院 保健事業部



提出方法A 【別紙①】 を提出

提出方法B 【別紙②】又は【別紙③】 + 【健診結果(写)】 を提出

健診結果の提供は不要です。
事業主様に代わり、健診機関が協会けんぽに健診結果を提供します。

従業員様（40歳以上の被保険者）の年度内の健診が終了後、ご提出ください。
提出は毎年度必要です。

• 健診項目に腹囲・服薬歴・喫煙歴が漏れている場合は、【別紙③】の「回答
書」を個人ごとに記入し、健診結果（写）と一緒にご提出ください。

• 健診項目に漏れがない場合は、【別紙②】の「同意確認書」と健診結果
（写）をご提出ください。

• 「健診結果の提供にかかる同意書」に記入・押印し、利用している健診機関
にチェックの上ご提出ください。

又は + 健診結果（写）


